
 
 

 
令和４年３月１日発行  

市⺠の皆様には、⽇頃より新型コロナウイルス感染症防⽌対策に御理解と御協⼒をいただきまし
て厚く御礼を申し上げます。 
 感染⼒の強いオミクロン株の猛威による第６波は、１⽇当たりの感染者数が全国で 10 万人を超え
ていた時期に比べ減少はしてきたものの、高⽌まりした状況が続き、医療現場はひっ迫しておりま
す。県でも、去る１月 30 ⽇、「まん延防⽌等重点措置」を県内全域に適用させるなど、対策を強化し
ておりますが、高⽌まりした状況が続いております。 

市におきましては、特に、家庭内感染や、児童施設、小中学校での感染が多く確認されていること
から、市⺠の皆様の安全・安心を確保するため、３月５⽇より、市内にＰＣＲ検査センターを開設い
たします。 

今後は、就職や進学など、人流の増加が予想されますので、市⺠の皆様には、御⾃⾝と⼤切な人の
命を守るため、⼀人ひとりに責任ある⾏動をお願い申し上げるとともに、「⾝体的距離の確保」、「⼿
洗い・消毒」、「三密の回避」などの対策の徹底に加え、具合が悪い場合は医療機関を早めに受診し、
感染症のまん延防⽌に努めていただきますようお願いいたします。 
 なお、ワクチン接種につきましては、３回目接種を各医療機関における個別接種とともに、２月５
⽇（土）からは、各地区の会場において集団接種を実施しているところであります。 

引き続き、感染症対策に万全を期してまいりますので、御理解と御協⼒をお願いいたします。 
 

新型コロナウイルス感染症対策本部⻑ 喜多⽅市⻑ 
                                                       
 PCR 検査センターの開設について  

 
令和４年３月５⽇（土）より、喜多⽅プラザ第３練習室（北側駐⾞場内）に「喜多⽅市新型コロナ

ＰＣＲ検査センター」を開設します。 
この検査センターは、市と株式会社木下グループが連携し運営及び検査を⾏います。市⺠の皆様の

感染不安の解消と、安全・安心な社会経済活動の継続に役⽴てていただくため、ぜひご利用ください。 
 
検査対象者 次の要件を全て満たす個人の⽅  

❶無症状（新型コロナウイルス感染症の濃厚接触者を除く）で検査を希望する⽅ 
❷検査の結果が陽性となった場合、市や県へ個人情報を提供することに同意するとともに、「医療機関

（かかりつけ医等）」または、「受診・相談センター」へ相談し、指示に従うことに同意する⽅ 
※症状がある⽅は、受検できません。「医療機関（かかりつけ医）」や「受診・相談センター（☎︓0120-

567-747）」にご相談ください。 
 
開設時間 ３月 1 日（火）より、ウェブ予約の受付を開始します。                             

     ※電話による予約の受付は、３月５⽇（土）正午からとなります。 
□ 開設⽇︓３月５⽇（土） 

時 間︓午前 9 時〜正午、午後 1 時〜4 時 
定休⽇︓⽔曜⽇、⽇曜⽇、祝⽇ 

 
検査費用 

□ 県内に住⺠票を有し、無症状の⽅︓無料   
※県の感染拡⼤傾向時の⼀般検査事業の期間中【３月 31 ⽇まで】は、無料となります。                             

 
検査の流れ  
１ 予約【完全予約制です。事前に予約（原則、ウェブによる申し込み）してください。】  
(1)  ウェブによる申し込みの場合 ※３月１⽇（火）より受付を開始します。 

申し込みフォーム（https://covid-kensa.com/kitakata.html）よりご予約ください。 
検査希望⽇の 5 ⽇前から予約可能です。予約が完了した⽅は、「受付完了のお知らせ」メールが送信され

ますので、ご確認ください。 
(2)  電話による申し込みの場合  ※３月５⽇（土）正午より受付を開始します。 

   インターネット環境が無い⽅のために、電話での予約受付をしています。 
☎︓080-7344-7810 受付時間は、定休⽇を除く午前 9 時〜正午、午後 1 時〜4 時です。 

 
２ 来場  
(1)  受付 ※感染防⽌のため、予約時刻の 10 分以上前の来場はお控えください。 

❶県の感染拡⼤傾向時の⼀般検査事業による無料の検査を受ける場合は、本人確認のため、住所を確認でき
る身分証明書の提示が必要です。（※運転免許証、マイナンバーカード、健康保険証等） 

❷誓約書、同意書の⼊⼒の確認。※電話予約の場合は、受付前に指定場所で記⼊してください。 
(2) 検体の採取︓ご⾃⾝で唾液を採取します。 
(3)  会計︓県⺠の⽅は、無料【３月 31 ⽇（木）まで】 

 
３ 検査結果の報告   
(1)  ウェブによる申し込みの場合︓検査翌⽇中までに、予約時のメールアドレス宛に検査完了メールをお送

りします。検査結果は、マイページにアクセスし、ご⾃⾝でご確認ください。 
(2)  電話による申し込みの場合︓検査翌々⽇中までに、電話でお知らせします。 
(3)  検査結果が「陽性」だった場合 
  「医療機関（かかりつけ医等）」、または「受診・相談センター（☎︓0120-567-747）」へ電話で相談し、

医療機関において⾏政検査を受検してください。  
開設場所  

□ 名 称︓喜多⽅プラザ第３練習室（喜多⽅市字押切⼆丁目１番地） 
※検査センターは、北側駐⾞場から専用出⼊⼝よりご来場ください。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

新型コロナウイルス感染症対策本部だより (第 25 号) 

 
 
 
 
 

【検査センターの検査に関するお問い合わせ】  
□ コロナ検査センター 
□ ☎ 03-4333-1640（受付時間︓正午〜午後 5 時（※土・⽇・祝⽇休み） 
□ メールアドレス︓corona-testcenter@kinoshita-group.co.jp 
 

【その他、お問い合わせ】  
□ 市保健課地域医療推進室 
□ ☎ 24-5224 
※予約申し込みはできません。
 



▶ 各種お知らせ  
 

 新型コロナウイルスワクチン接種のお知らせ  
 
〇令和４年３月１日以降の３回目接種に係る接種間隔について 

２回目接種⽇から次に掲げる期間が経過した⽇以降に３回目接種が可能となります。 

区分 【変更前】 【変更後】 
① 医療従事者等 ６か月以上 ６か月以上（変更なし） 
② 高齢者（令和３年度に 65 歳以上に達する者） ７か月以上 ６か月以上 
③ その他の⼀般者（64 歳以下） ８か月以上 ７か月以上※ 

※予約に空きがある場合は、６か月以上経過で接種可能です。 
 

接種券は、３回目接種可能⽇の１か月前を目途に随時発送していますので、届きましたら、接種間
隔をご確認の上、ご予約ください。 
 予約は、Web 予約サイト、または予約専用ダイヤル（☎︓0120-885-400）へご連絡ください。 

 
 

 傷病⼿当⾦の適用期間の延⻑について  
 
内  容 この⼿当⾦は、健康保険の被保険者の⽅が、業務災害以外の理由で新型コロナウイルス感染や、その

療養のため仕事を休んだ場合に、所得保障を⾏う制度です。⾃覚症状はないが、検査の結果、「陽性」
の判定を受け⼊院し、仕事を休んでいる⽅や、発熱などの⾃覚症状があり、療養のため仕事を休んで
いる⽅も対象です。 

対 象 者 被用者である被保険者のうち、新型コロナウイルスに感染した⽅、または発熱などの 
症状があり感染が疑われる⽅であって、かつ、労務に服することができなかった⽅ 

適用期間 令和２年１月１⽇〜令和４年３月 31 ⽇まで（※適用期間が延⻑されました。） 
そ の 他 支給額などの詳細や、具体的な⼿続きは、加⼊する健康保険まで問い合わせてください。  
問 保健課 国保医療係 ☎ (24)5224  福島県後期⾼齢者医療広域連合事務局 ☎ 024(528)9025 
  

 
 新型コロナウイルス感染症に係る休暇給付⾦について  

 
内  容 この給付⾦は、新型コロナウイルス感染症の拡⼤防⽌のため、小学校や保育施設等が臨時休業等に

なり、子どもの監護のため保護者が仕事を休まざるを得なかったとき、その休暇が有給休暇となら
ず給与等が支給されなかった場合に対象となります。 

適 用 日 令和３年４月１⽇以降 
適用要件 ❶小学校や保育施設が臨時休業となった 

❷感染、または感染の恐れがあり出席停⽌を命じられた（※保護者の⾃主的な判断で休ませた場合 
は、該当しません。） 

対 象 者 上記❶・❷のいずれかに該当する子どもを監護するため仕事を休んだ保護者（⽗⺟・祖⽗⺟・兄弟
等）※１世帯につき１名を上限とします。 

支給日数 有給休暇とならず給与等が支給されなかった⽇数（上限 14 ⽇） 
支 給 額 １⽇あたり最⼤ 12,000 円 
そ の 他 ・申請の際には、事業主による休暇や給与等についての証明が必要となります。 

・この給付⾦と重複する他の助成⾦等を受給する場合は、支給の対象となりません。 
・詳細や具体的な⼿続については、問い合わせてください。  

問 保健課 新型コロナウイルス感染症対策室 ☎ (24)5224・(23)5074 

 
 介護サービス等利用におけるＰＣＲ検査について（個人負担︓無料）  

内  容 介護サービス、または障がい福祉サービスを新たに利用する等の際、本人の希望により、ＰＣＲ検査
を実施します。（無症状の⽅が対象であり、必ずしも検査を受けなければ、サービスを利用できない
ものではありません。また、サービス提供事業者が検査をサービスの利用条件とすることは禁⽌され
ています。） 

対 象 者 市内在住の ❶65 歳以上の高齢者、❷基礎疾患のある障がい者 
期 間 等  令和４年 3 月末までとし、期間中の検査は、原則⼀人 1 回とします。 
    （※ただし、急激な感染者数の増加等、特別な場合は、この限りではありません。） 
⼿続きの流れ  ❶市へ検査の申込み、❷市より利用券を交付、❸実施医療機関へ検査の予約、 

❹利用券を提出して検査を受ける。（なお、担当のケアマネジャー等にご相談ください。） 
そ の 他 実施医療機関など、詳しくは、問い合わせてください。 
 
問 申 ⾼齢福祉課 介護保険・予防室 ☎ (24)5231・5242    

 ⾼齢者世帯等バランス弁当宅配事業開始について   
内  容 新型コロナウイルス感染症対策の⼀つとして、低栄養を予防し免疫⼒を低下させないよう、⾒守り

もかねたバランス弁当の宅配を実施します。（配達は、昼⾷のみ） 
対 象 者 市内に住所を有し、現に居住する次の❶または❷に該当する⽅ 
     ❶65 歳以上または⾝体障害者⼿帳等を有する障がい者の独居世帯 
     ❷65 歳以上、⾝体障害者⼿帳等を有する障がい者のみで構成される世帯 
自己負担額 １回 400 円   
利 用 回 数  週１〜７回まで利用可。申請時に、市の指定する業者の中から希望の曜⽇を決めてください。 
利 用 ⽅ 法  窓⼝に備え付けの申請書で申し込んでください。（市ホームページからもダウンロードできます。） 
 
問 申 ⾼齢福祉課 いきがい支援班 ☎ (24)5230 または各総合支所住⺠課    

 新型コロナウイルス対策「身のまわりを清潔にしましょう」  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
❶熱水︓⾷器や箸などは、80℃の熱⽔に 10 分さらすと消毒ができます。※火傷に注意してください。 
❷塩素系漂白剤（次亜塩素酸ナトリウム）︓濃度 0.05%に薄めて拭くと消毒ができます。ハイター、ブリーチな

ど。※目や肌への影響があり、取り扱いには十分注意が必要です。必ず製品の注意事項をご確認ください。⾦
属は腐⾷することがあります。 

❸洗剤︓有効な界⾯活性剤が含まれる「家庭用洗剤」を使って消毒ができます。 
※出典︓厚⽣労働省 HP より       

NITE 洗剤リスト 


